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書
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の
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四
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六
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六
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書
（
別
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号
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の

の
四

法
第
四
十
六
条
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六
第
一
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書
（
別
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第
十
七
号
様
式
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第
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六

療
法
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を
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平
成
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十
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年
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県
規
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五
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医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

目

次

則療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規

週
火
・
金
曜
日
発
行

条
第
二
号
中
「
第
五
十
条
第
一

五
十
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十

項
」
を
「
良
質
な
医
療
を
提
供

山
口
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部

条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
」
を

及
び
第
一
号
の
四
を
次
の
よ
う

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認

三
）

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認

の
四
）

条
の
四
第
七
項
第
四
号
」
を
「

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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山
口
県
知
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す
る
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則
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則
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務
保
険
課
）
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則

項
」
を
「
第
五
十
四
条
の
九
第

四
条
の
九
第
五
項
」
に
改
め
、

す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
四
十
六
条
の
五
第
一
項
た

に
改
め
る
。

可

医
療
法
人
理
事
特
例
認
可

可

医
療
法
人
理
事
長
特
例
認

第
四
十
六
条
の
八
第
四
号
」
に

事
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一

平 成 年
月 日

（火曜日）

に
、

法
方

の
持

別
記
第
二
号
様
式
（
そ
の
一

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
記
第
二
号
様
式
（
そ
の
二

「

維
び
及
的
目
の

設
開

に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
一
）

付
書
類
２
を
次
の
よ
う
に
改
め

別
記
第
二
号
様
式
（
そ
の
一

二
）

第
四
条
第
六
号
中
「
（
別
記

性
同
位
元
素
設
置
届
（
別
記
第

様
式
）
」
の
下
に
「
又
は
陽
電

号
様
式
）
」
を
加
え
、
同
条
第

撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素

別
記
第
二
号
様
式
（
そ
の
一

の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条

（
法
第
五
十
九
条
の
二
に
お
い

次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
の
二

法
第
六
十
条
の
三

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

）
の
添
付
書
類
中
５
を
６
と
し
、

）
の
（
第
一
面
）
中
「

け
付

り
は

入
収
県
口
山

。
と

い
な

し
印
消

。
と

の
添
付
書
類
１
中
「

し
写

」
を
「写

る
。

）
の
添
付
書
類
中
６
を
８
と
し
、

第
三
十
四
号
様
式
）
」
の
下
に
「

三
十
四
号
様
式
）
」
を
加
え
、
同

子
断
層
撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位

十
号
中
「
（
別
記
第
三
十
八
号
様

廃
止
後
措
置
届
（
別
記
第
三
十
八

）
の
（
第
一
面
）
中
「

消
け

付
り

は
入

収
県

口
山

い
な

し
印

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八

す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条

第
十
号
中
「
第
五
十
七
条
第
四
項

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

第
四
項
（
法
第
六
十
一
条
の
三
に

る
認
可

医
療
法
人
分
割
認
可
申

一

」

４
を
５
と
し
、
３
を
４
と
し
、
２

欄 紙
証

）
こ

」
を
「

け
付

貼
紙
証
入
収
県

口
山

欄）
。
と

こ
い
な
し
印
消

）

」

）
。
と

書
歴

履
び

及
し

」
に
改
め
、
同

８
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

又
は
陽
電
子
断
層
撮
影
診
療
用
放

条
第
七
号
中
「
（
別
記
第
三
十
五

元
素
翌
年
使
用
届
（
別
記
第
三
十

式
）
」
の
下
に
「
又
は
陽
電
子
断

号
様
式
）
」
を
加
え
る
。

こ 欄 紙
証

を
「

け
付

貼
紙
証
入
収
県

口
山

こ
い
な

し
印

消
欄

十
四
号
）
附
則
第
十
条
第
二
項
の

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
五

」
を
「
第
五
十
八
条
の
二
第
四

含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
号
の
次

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

請
書
（
別
記
第
二
十
六
号
様
式

を の」 」添 射号五層 規十項に合の

規

則
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別
次
に別

山 口

「

廊 建

め
、

県 報

め
、

削
り

「

廊

（号 外 ）

「

の 同 診 す し 現 持 開

記
第
二
号
様
式
（
そ
の
二
）
の
添

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

記
第
二
号
様
式
（
そ
の
二
）
の
添

名
の

物
建

要
概

造
構

の
物

片
称

名
の

物
建

幅
の

下

称

側

同
様
式
（
そ
の
二
）
の
添
付
書
類

の
物

建

要
概

造
構

の
物

建

名

、

側
片

称
名
の

物
建

幅
の

下

法
方
の

維
び

及
的

目
の

設

し
若

、
理

管
、

し
設

開
に

又
院

病
の
他

る
務

勤
は

く

他
る
す

設
開

に
時

所
療

は

開
分

区

所
療
診

は
又

院
病

地
在

所

称
名

地
在

所

称
名

「

付
書
類
中
４
を
５
と
し
、
３
を

付
書
類
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

下
廊

造

造
構

下
廊

央
中

片
称

名
の

物
建

１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

下
廊

造

構
称

下
廊

央
中 管
・

者
設

片
称

名
の

物
建

者
務

勤
・

者
理

４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
の

。

積
面

建
階

下
廊
側

下
廊

央
中

」
に
改

積
面

建
階

造

」
を

下
廊
側

下
廊

央
中

」
を

」
に
改

療
診

る
す
理
管
に
現

院
病

床
病

目
科
療
診

所
産

助
所

数
者
事

従

数
別
記
第
四
号
様
式
（
そ
の
二

し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

別
記
第
七
号
様
式
の
添
付
書

別
記
第
八
号
様
式
の
（
第
一

「

地
在

所

称
名

別
記
第
四
号
様
式
（
そ
の
一

添
付
書
類
中
４
を
５
と
し
、
３

別
記
第
四
号
様
式
（
そ
の
一

別
記
第
二
号
様
式
（
そ
の
三

に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
三
）

別
記
第
二
号
様
式
（
そ
の
三

に
加
え
る
。

員
現

員
定

種
職

栄
師

護
看

職
人

人

療
診

師
医

科
歯

科
歯

師
医

師
産

助
師

技
療

診
師

剤
薬

生
衛

）
の
添
付
書
類
中
５
を
６
と
し
、

え
る
。

類
中
「

し
写

」
を
「

歴
履

び
及
し

写

面
）
中

）
の
添
付
書
類
１
中
「

し
写

」
を

を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
の

）
の
添
付
書
類
に
次
の
よ
う
に
加

）
の
（
第
一
面
）
中
「

け
付

り
は

入
収
県
口
山

。
と

い
な

し
印
消

の
添
付
書
類
１
を
次
の
よ
う
に
改

）
の
添
付
書
類
中
３
を
４
と
し
、

士
養

を

員
現

員
定

種 床

人
人

ッ
エ

師
技
線
射
放

士
工

技

師
技

査
検

線
ス
ク

２
か
ら
４
ま
で
を
３
か
ら
５
ま
で

書

」
に
改
め
る
。

書
歴

履
び
及

し
写

」
に
改
め
、

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

え
る
。

欄 紙
証

）
こ

」
を
「

け
付

貼
紙
証
入
収
県

口
山

欄）
。
と

こ
い
な
し
印
消

め
る
。

２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ

二

と 同 」う



平成

別

書

」

年 月 日 火曜日

別
え
る別

の
よ

山 口 県

る
。別

報

現

（号 外 ）

「管 兼

記
第
十
七
号
様
式
の
二
中
「第

に
改
め
る
。

。
と

記
第
十
五
号
様
式
の
添
付
書
類
を

。記
第
十
六
号
様
式
（
そ
の
一
）
の

う
に
加
え
る
。

歯 看 准 看 助
数

者
事
従

記
第
十
三
号
様
式
中
「

し
印
消

付
り

は
収
県

口
山

療
診

る
す

理
管
に

院
病

な

科
療

診

地
在

所

所
産

助
所

看 准薬 歯 医 職

数
床
病

目

す
と

う
よ

せ
さ

任
所

住

歯

称
名

名
氏

者
理

る

書
し

だ
た

項
１

第
２

の
条

」
を

）

」

）
。

と

同
添
付
書
類
２
と
し
、
同
添
付

添
付
書
類
を
同
添
付
書
類
２
と 養

栄
師

護

査
検
生

衛
師

産

者
助

補
護

職
務

事
師

護
看

欄
け
紙

証
入

計
士

生
衛

科

こ
い

を
「

け
付

貼
紙

証
入
収

県
口

山 員
定

種

こ
い
な

し
印
消

欄

職
員

現
人

人

療
診

師
医

科

工
技

科
歯

師

ク
ッ
エ

療
診

師
剤

線
射
放

補
護

職
務

事
師

護
看

師
技

計
士

生
衛

科

者
助

「第
し
だ
た
項

１
第

５
の

条

」
書
類
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

し
、
同
添
付
書
類
２
の
前
に
次

員 士 師
技

」

に
改
め
る
。 員

現
員
定

種 床

人
人

線
ス
師

技 士

に
改
め

員

」

別
記
第
十
七
号
様
式
の
四
を

書

」
を
「第

た
項

１
第
６
の
条

記
第
十
七
号
様
式
の
二
の
次
に

削
り
、
別
記
第
十
七
号
様
式
の
三

書
し

だ

」
に
改
め
、
同
様
式
を

次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

三

中
「第

し
だ

た
項

１
第

３
の

条

別
記
第
十
七
号
様
式
の
四
と
し
、
別
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申 設 護 診 理 い 理 い 理

県 報

す こ医

（号 外 ）
第

名
氏

者
理
管

な
え
加

に
事

者
理
管

な
え
加

に
事

称
名

又
所
療

、
院
病

る
す

管
の

地
在

所
施

健
保
人

老
介

は

由
理

の
請

診
、

院
病

り
お

と
の

記
下

け
受

を
可

認
の

と

又
所

療

。

医
、

で
の

い
た所

住

称
名

の
人

法
療

３
の

式
様

号山

法
療

医

）
係

関
条

３
第様

事
知

県
口

の
設

施
健

保
人

老
護

介
は

第
法

療

者
理

管

記

し
だ

た
項

６
第

５
の

条

書
請

申
可

認
例

特
事

理
人

氏 住
者

請
申

番
便

郵

話
電

な
え

加
に

事
理

を
部

一
の

請
申

り
よ

に
定

規
の
書

い

名 所 号

日
月

年

ま
し ）
番

局

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中
「

第
法

同
る

第

の
項

４
第
２
の

条

別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
次

を
部
一
の

等
法
療
医

の
め

力
効

の
そ
お
な

り
よ

正
改

る
す

有
を

め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「こ す 、

別
記
第
十
七
号
様
式
の
五
中

る
。別

記
第
十
七
号
様
式
の
六
を

項
３
第

」
に
改
め
、
同
様
式
の

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「第

の
項

４
第

条

」
を
「第第

の
条
の

条

」
に
、
同
様
式
の
添
付
書
類
２
中

に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

律
法

る
成
平

第
律
法

年

条
２

第
法
同
る

れ
さ
と

と

法
療

医

規
の

」
を
「

を
療

医
な
質

良
、

定 号

「第
号

４
第

項
７

第
４

の
条

」

削
り
、
別
記
第
十
八
号
様
式
中
「第

添
付
書
類
中
４
を
６
と
し
、
３
を

項
３
第

条

」
を
「第

に
２

項
４

第
２

第
９

の
条

用
準

て
え

替
み

読
て
い

お
す

「

団
社

」
を
「

団
財

」
に
改
め
る

第
則

附
）

る
よ

に

定
規

の
項
２

第
条

法
療

医
の

前
正

改

」

を
立
確

の
制
体

る
す

供
提

に た
る

図

に

を
「第

号
４

第
８
の

条

」
に
改

項
１

第
条

」
を
「第

９
の

条

５
と
し
、
２
を
４
と
し
、
１
の
次

項
５

」
に
改
め
る
。

四

。 改 めに



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報

す み

（号 外 ）
第

法
療
医

の
後

割
分

称
名

の

由
理

の
割

分

称
名

の
人

人
法

療
医

り
お

と
の

記
下

る
す

用
準

て
え

替

割
分

の

第
法

同

。

の
条

人
法

療
医

る
す

割
分

２
の

式
様

号

口
山

療
医

）
係

関
条

３
第様

事
知

県

い
た

け
受

を
可

認
の

話
電

の
項

４
第

３

療
医

、
で

の

法

記

係
関

、
り

よ
に

定
規

便
郵

書
請

申
可

認
割

分
人

氏 住
者

請
申

番

第
法

）
番

局

第
項
４

第
３

の
条

類
書

読
て
い

お
に

３
の

条

月
年

ま
し

請
申

て
え

添
を

名 所 号

日

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
添

る
。別

記
第
二
十
九
号
様
式
か
ら

付
書
類
を
同
添
付
書
類
１
と
し
、

別
記
第
三
十
二
号
様
式
ま
で
を
次

五

同
添
付
書
類
に
次
の
よ
う
に
加

の
よ
う
に
改
め
る
。

え



平

設

成 年 月 日 火曜日

技 ッ は 線 診 科 医 従 線 エ

山 口

線 エ

県 報

係診 病

（号 外 ）
第

に
療

診
ス
ク

ッ

日
月

年
置

療
、
師

医
歯
、

師
る
す

事

ス
ク
エ
療

診
又
師

技
射
放

続
連

数
台

び
及

式
型

師
線

短
力

出
格

定
置

装
ス
ク

ッ

線
ス

ク
ッ

エ

式
放

蓄

間
時

氏

・
用

視
透

途
用

数
の

管

名

ス
ク

ッ
エ

り
お

と
の

記
下

届
て

え
添

を
類

書

置
装

線

。
す

ま
出

け

地
在

所
所

療
は
又

院
称

名

名
者

作
製

式
様

号

口
山

ッ
エ

）
係

関
条

４
第

様
事

知
県

年

・
用

影
撮

般
一

ッ
エ

種
職

そ
・

用
科
歯

・

法
療

医
、

で
の

た
え

備
を

第

届
置

設
置

装
線

ス
ク

記

条

氏 住
者

出
届

番
便

郵

話
電

日
月

他
の

る
す

関
に
療
診
線
ス
ク

）

歴
経

、
り

よ
に

定
規

の
項

３
第

関

名 所 号

日
月

年

）
面
１
第

）
番

局

胸
射

照 利

ロ
ー
タ
ン

置
装

置
装

影
撮

接
間
用

検
集
部

１
面
表
能
可

の
器
像

受１
い
へ
遮
の

体
射
照
被

１

エ
る

が
板
過
ろ

用
療

治
１

止
防
害
障

の
置
装
線

ク
ッ

用
利

備
設
造
構

る
す
関
に

錐
線

装
用
影

撮
射

照

い
へ
遮
に２

ス
ク

ッ
エ

ス
ク

ッ
エ

置

装
型

帯
携

・
型
動

移
上
以 と
こ
る

間
時
定

一

置
装

置

ス
ク

ッ
エ

マ
イ
タ
る

の

装
用
視

透
ロ

ー
タ

ン
上
以

を
器

像
受

射
照

置

た
し
過

像
受

大
最

可
触
接

ら
か
面

エ

規
行
施

法
療

医

ス
ク
ッ
エ

附

い
へ
遮

す
た
満

を
第
則

ク
ッ

線
高

へ
者

患

過
ろ

加

次
一

置
装

り
絞

野

錐
線

用

体
い
へ
遮
護
防

ら
か

触
接

射
く
ば

て
い
お

に
離

距
の

囲
周

）
の
も
る
な
と
下

以
物
い
へ
遮
の
状
箱
のら
か
物

そ

射
く
ば

て
い
お
に
離
距
の

き
引

）
の

も
る

な
と

下
以

ス
け

お
に

合
場

た
れ

か
抜

イ
る

す
断

遮
を

生
発

の
線

有
を

線
ス

ク
ッ

エ
の

外
以

手
な
切
適
の
め
た
る

す
効

点
焦

管
線

置
装

り
絞

野

段

及
点

焦
管

線

離
距

間
膚

皮

作
操
て
れ

離
ら

か
者

患
び

所
場

管
保

の

造
構

る
き
で

発
を

等
音

告
警

に
時

過
経

積
を
間
時
視
透
る
き

で
す

間
膚

皮
点

焦
管

線 ー
す
算

装
な

う
よ

る
な

に
が

離
距装

り
絞

野 ク
ッ

イ
は
又

置

線
ス

ク
ッ

エ
た

し
過

通

置

ら
か
面
表

能
量

）
３
を

面
ス
ク

ッ
通
を

分
部

る
え

超量
線

表
能

可
触

接
）

件
要

の
号

１
第

項
１

第
条

量
線

射
入

の

過
ろ

総
の

板

率

・
型
錐

角

御
制

視
透

率
量

有

無
・

有

無
・

有

型
錐
円

・
有

無
・

有

無
・

有

無
・

無

有

無
・

有

無
・

有

無
・

有

無
・・

下
以
時

超
時

・
下
以
時

超
時

）
面

２
第

無
・

有

モ
・
量
当
ム
ウ
ニ

ミ
ル
ア

量
当
ン
デ

ブ
リ

・
下
以
分

無
・

有

超
分

六



平成 年 月 日 火曜日

措 害 そ

山 口 県 報

備 る 止 の 線 エ

（号 外 ）

標

放
く

ば
被

止
防
く

ば
被

置
防

予
の
障

他
の

制
入

立

び
及

域
区

住
居

の
内

地
敷

の
者
患

院
入

量
線

効
実

敷

す
く

ば
被

放
る

す
く

ば
被

用
護

防

く
除

を
線

射
放

る に
口

入
出

の
等

者
事

従
具

の
害

障
線

射
放 標

る
け

お

境

域
区

理
管

要
必

に
止

防

造
構

の

域
区
理

管
お

に
界

障
室
療

診
ス
ク

ッ

監

壁
画

入
出

設
造
構
す

関
に
防

害

に
側

外
の

等
壁

画

他
の

そ

射

等
壁
画

天

分
区

作
操

お

バ
ム

ル
ィ

フ
具

器
定

測
線

の
地

有
置

措
限

有
識

リ
・

る
け

お
に

界
境

線
射

３

効
実

の
）

。
り
よ

に
療

診
量

線
３

中
用

使

有
）

等
掛

前
護

防

事
意
注

な

有
識

有
示

表
の

場
る

け
設

を

有
示

掲
の

項

量
線

効
実

る
け

所

の

扉
の

口

窓
用

視

北 南

３

１
量

線
効

実
る

け

部
口

開

井

又
造

構
要

概
造

構

室
室

ト
ッ
ケ
ポ
・
ジ

ッ

西 東

床

・
ジ
ッ
バ
グ
ン

・
計
量
線
他
の
そ

・
下
以
月

無
・

無
・

）

・
下
以
月

超
月
３

・

無
・

無
・

無
・

超
月
３

下
以
月

り
お
と

の
添
別

無

・

１
・
下
以
週

超
月

３

外
室

・
内

超
週

）
面
３
第さ

厚
料

材
は

）

七

）
面

４
第



平

使

成 年 月 日 火曜日

師 放 又 歯 る を 発 ー エ 診

山 口

発 ー エ 診

県 報

項診 病

（号 外 ）
第

用
療

日
月

年
定

予
始

開
用

置
装

生
線
射

放
ギ
ル

ネ
高

は
師
医

科
、
師

医
す
用

使

型

名
者

作
製

技
線
射
療

診 ル
ネ
高

用
療

数
台

び
及

式

線
子

電
置
装

生
線
射

放
ギ

氏

線
ス

ク
ッ
エ

力
出
格

定

名

高
用

療
診

り
お

と
の

記
下

、
り

よ
に

定
規

の

ル
ネ

エ

添
を

類
書

係
関

地
在

所
所

療
は

又
院

称
名

式
様

号

高
用

療
診 ）
係

関
条

４
第

様
事

知
県

口
山

エ

放
種

職

年

を
置

装
生

発
線

射
放

ー
ギ

す
ま

出
け

届
て

え

る
え

備

発
線

射
放

ー
ギ

ル
ネ

記

。 出
届

番
便

郵

置
設

置
装

生

氏 住
者

話
電

日
月

歴
経
る

す
関
に
療
診
線

射

第
法

療
医

、
で
の

３
第
条

所 号

日
月

年

届

）
面
１
第

名

）
番

局

用
視

監 操

側
外

の
等

壁
画

射
放 標

用
使

口
入

出
入

出

高
用
療
診

止
防
の

害
障

線

生
発

線
射
放
ー

ギ
ル
ネ
エ

止
防
害
障

の
室
用
使

置
装

壁
画

備
設
造
構

る
す
関
に

エ
備

入
出

壁
画

造
構

の
等

要
主

場
の

型
動

移

ス
ク

ッ

か
器
容
管
生

発

天

分
区

構

錐
の
ら

終
射

照

す
対
に
量
線
射
放

す
減

低
を

く
不
の
後
直
了

診

時
生

発
線

射
放

護
防
る

射
放
ー

ギ
ル
ネ
エ

高
用
療

止
防
害
障
の

置
装
生
発

線

タ
ン

イ
設
造
構
る

す
関
に

１
量

線
効

実
る

け
お

に

ー

通
数

の
口

ー
タ

ニ
モ

室
作必

に

識 示
表

動
自

中

出
常

床

示
掲
の

項
事

意
注

な
要

の
口

窓
用

視
監

北 南 西 東 保
の

合

設
併

の
置

装
線

扉

の
そ
火
耐

等
部

造

所
場

管

い
え

漏

井

造
構

要
概
造

構

割
る

線
用

利
の

量
線

射
放

の
ら
か
線
射
放
な
要

必

合

装
示

表
動

自
の 置

措
ば
被

置
装

ク
ッ

ロ

置

１
・
下
以
週

無
・

有

外
室

・
内

室

超
週

所
箇

口
入

・
有

無
・

有

所
箇

口
常
非

・
造

構

無
・

有

無
・

有

無

造
構

た
い

用
を

料
材

燃
不

他
・

さ
厚

料
材

は
又

）

）

）
面

２
第

・
下
以

無
・

有

無
・

有

無
・

有

超

八



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報

措 害

号 外 ）

そ

内
地

敷

置
防
予

の
制

入
立

効
実

敷
び

及
域

区
住

居
の

く
ば
被

の
者

患
院

入

量
線

射
放

る
す

く
ば

被
放

る
す

被
の

等
者

事
従

く
除
を

線

く
ば

理
管

お
に

界
境

域
区

理
管

障
他

の

標
域

区

お
に

界
境

の
地

有
置

措
限

る
け

線
射

３

効
実

の
）

。
り
よ

に
療

診
量

線

ィ
フ

具
器

定
測

線
射

放

３バ
ム

ル
そ
・

効
実

る
け

所
場

る
け

設
を

量
線

有
識

３

・
下
以
月

無
・・

下
以
月

超
月
３

ト
ッ
ケ
ポ
・
ジ

ッ

超
月

３

他
の

・
計
量
線

） ）
面
３
第

・
下
以
月

り
お
と

の
添
別

予
始

開
用

使

無
・

超
月
３

照
線
射

放
用
療
診

月
年

定

師
医
る
す
用

使
を
置
装

射

放
療
診

は
又
師
医

科
歯
、

及
式

型

者
作

製

師
技
線

射 射
照
線
射

放
用
療
診

台
び

素
元
位

同
性

射
放

種
置
装

氏

数

放
用

療
診
り
お

と
の
記
下

え
添
を
類

書
係
関
、

り

射け
届
て在

所
所

療
診

は
又
院
病

名

第
式
様
号

県
口
山

診

）
係

関
条
４
第

様
事

知

種
職

名

量 類 数 名

年
日

の
る

え
備
を
置

装
射
照

線

記

。
す

ま
出

医
、

で

地 称

設
置

装
射

照
線

射
放

用
療

氏 住
者
出

届

郵

九 日
月

経
る
す
関
に
療
診
線
射

放
歴

第
法

療

）
番

局
話

電

よ
に

定
規
の

項
３

第
条

便

日
月

年

届
置

）
面

１
第

名 所 号
番



平成 年 月 日 火曜日 山 口

設 す 防 室 装 射 診

県 報 （号 外 ）

視
監

作
操

造 関 害 装 射 診

中
用

使
口

入
出

入
出

モ
用

に
止
防

の
害

障
線

射
放 標

使
置
射

照
線
放

用
療

要
必

造
構
る
関

に
止
害

障
の
用

出

壁
画

造
構

の
等
壁

画

備

イ

お
に

側
外

の
等

壁
画

入

装
線

ス
ク

ッ
エ

ロ
ー

タ
ン

閉
口
射

照

天

分
区

構
要

主

漏
の
ら

放
る

け
お

に
時

鎖
量

線
射
放

い
え

閉
開

口
射

照

子
電

次
二

放

障
の

置
射
照

線
放
用

療
遠

射
放

備
設
構
る

す
に
止

防

ー
タ

ニ

有
室

の
時

生
発

線

自

口
入
出

常
通

数
の

口

有

事
意

注
な

有
識

有
示

表
動 北 南 西 東

床

有
示

掲
の

項

１
量

線
効

実
る

け

扉
の

口

有
設

併
の

置

有
置

装
ク

ッ

の
そ

・
造

構
火

耐
等

部
造

他

線
射

井

又
造

構
要

概
造

構

か
源
線

射
か
器

容
納

収
源

１
ら

）

有
置

装
作

操
隔

有
板

過
ろ

・

無
・

有
置

装
示

表
動

自

所
箇

無

・

無
・

無
・

所
箇

口
常
非

１
・
下
以

週

無

料
材

燃
不

無
・

無
・

超
週

材
は

）
・

造
構

た
い
用
を

さ
厚

料
）

）
面
２
第

・
下
以
時

に
止

無
・

無
・

無
・

超
時

口
入

出
備

設
造
構
る

す
関

閉
の

箱
蔵

貯

鎖
閉

防
定
特

類
種

の
物

蔵
貯

器
容

蔵
貯 貯

止
防

の
害

障
線
射

放 標

施
蔵

貯

施
蔵

貯

施
蔵

貯

蔵

貯
出

側
外

の
設

施
蔵

貯

設

室
蔵

貯
防
害
障
の

設
施
蔵

に
止
防
害
障

の
室
病
療

の

そ

入
出

備
設
造
構

る
す
関

標

入
出

側
外

の
等

壁
画

の

分
区

止
防
の
害
障
線
射

放

放
壁

画
造
構

の
等
壁

画

天

す
当
該
に
備
設

火

治
線
射

具
器

は
又

備
設

戸
火

防
る

具
器

は
又

備
設

鎖

そ
・
鍵

及

料
材

い
へ

遮
の

そ
・
鍵

要
必

に

識 示
表

の
量

数
び

方
の

示
掲

の
項

事
意

注
な

鉄
造

構
の

設

所
場

の
設

法

材
い

へ
遮

の

他
の
そ
コ

筋１
量

線
効

実
る

け
お

に

料

の
口

北

出
常

通
数

の
口

入

る
け

お
に

部
口

開
の

他

扉

常
通

数
の

口

１
量

線
効

実

項
事
意
注
な
要
必

に

識

出

井

造
構

要
概

造
構

示
掲

の

他
の

無
・

有

南 西 東

床

他
の

）

無
・

有

無
・

有

無
・

有

）

の
添

別

箱
蔵
貯

・
室
蔵

貯

金
・
ト

ー
リ

ク
ン

り
お

と

・
庫

）

１
・
下
以
週

所
箇

口
入

超
週

所
箇

口
常
非

１
・
下
以
週

所
箇

口
入

超
週

・
有

無
・

有

所
箇

口
常
非

無

）
面

３
第さ

厚
料

材
は

又
）

一
〇



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報

措 害 そ

（号 外 ）

備 る 止 の 運

る
す

く
ば
被

の
者

患
院

入
を

線
射

放
る

す
く

ば
被

放

く
ば

被
の

等
者

事
従

く
除

理
管

お
に

界
境

域
区

理
管

の
障

他
の

制
入

立 標
域

区

区
住

居
の

内
地

敷

置
防
予

器
容

量
線

効
実

敷
び

及
域

容
搬

及
類

種
の

物
蔵

貯

の

設
造

構
す
関

に
防
害

障
器

標

線
射

効
実

の
）

。
り
よ

に
療

診
量

線

ィ
フ

具
器

定
測

線
射

放

３バ
ム

ル
そ
・

効
実

る
け

所
場

る
け

設
を

量
線

境
の
地

有
置

措
限

有
識

３

る
け
お

に
界

有
示

表
の

量
数

び

造
構

３ 有
識

・
下
以
月

ト
ッ
ケ
ポ
・
ジ

ッ

超
月

３

他
の

・
計
量
線

）

・
下
以
月

り
お
と

の
添
別

下
以
月

無
・

無
・

超
月
３

・
超
月
３

）
面
４
第

定
予

始
開

用
使

無
・

無
・

射
放

量
数
定
の

日
１

素
元

る
す
用
使

を
具
器
射

照
線

診
は

又
師
医
科

歯
、
師
医

用
療
診

氏

師
技
線
射

放
療

放

種

個

具
器

射
照
線
射

放

種

理
物 数

素
元

位
同
性
射期

減
半
的
理

物
使
間
年最

位
同
性

射
放

の
下

以
日

貯
大 放

用
療
診
り
お

と
の
記
下

え
添
を
類

書
係
関
、

り

射け
届
て

在
所

所
療

診
は
又
院
病

名型

第
式
様
号

県
口
山

診

）
係

関
条
４
第

様
事

知

名

予
用
使

大
最

年
日

月
年

量 類

個
数

種
職

量
数
定
予

用

類 期
減

半
的

量
数
定
予

蔵

の
る

え
備
を
具

器
射
照

線

記

。
す

ま
出

医
、

で

式 地 称

設
具

器
射

照
線

射
放

用
療

氏 住
者
出

届

郵

一
一

す
関
に
療
診
線
射

放

日
月

個
個

歴
経

る

第
法

療

）
番

局
話

電

よ
に

定
規
の

項
３

第
条

便

日
月

年

届
置

）
面

１
第

名 所 号
番



平成 年 月 日 火曜日

構 に 障 療 放

山 口 県 報

設 す 防 室 器 射

（号 外 ）

に
止
防

の
害

障
線

射
放

診

防
害
の

室
病
治

線
射

要
必

そ

入
出

備
設

造
る
す

関
止

お
に

側
外

の
等

壁
画

他
の

の
害

障
線

射
放標

口
入

出

壁
画

天

分
区

要
必

に
止

防

画
造
構

の

壁
画

造
構
の
等

害
障
の
用

使
具
射

照
線

壁

そ

入
出

備
造
構

る
関
に

止

お
に

側
外

の
等

壁
画

他
の

天

分
区

構
要

主標

口
入

出

事
意
注

な

放
用
療

等
壁

画

扉
の

口

北 南

有
示
掲

の
項

量
線

効
実

る
け

部
口

開
の

１

な

有
識

口
入

出
常

通
数

の

造
構

有
示
掲

の
項

事
意

注

南西 東

床

井

又
造

構
要

概

る
け

部
口

開
の

扉
の

口

北

１
量

線
効

実

造

有
識

口
入
出

常
通

数
の

他
の
そ

・
造
構

火
耐

等
部

東

床

井

又
造

構
要

概
造

構

１
・
下
以

週

無
・

西

所
箇

超
週

は

無
・

無
・

所
箇

口
常
非

さ
厚

料
材

１
・
下
以
週

）

所
箇

超
週無

・

所
箇

口
常
非

）
面
２
第

造
構
た
い
用
を
料
材

燃
不

さ
厚

料
材

は

）
・

の
害

障
他
の
そ

入
立 標

）

住
居
の

内
地

敷

置
措

防
予

者
患
院

入

量
線
効

実
域
区

放
る

す
く
ば

被
く
ば
被
の

容

ば
被

の
等

者
事

従

線
射

止
防
害
障
の

器
容
搬
運

器

蔵
貯

備
設
造
構
る

す
関
に

界
境

区
理

管

標

類
種

の
物

止
防
害
障
の

域
区

理
管

に

蔵
貯

備
設
造
構
る

す
関
に

鎖
閉

防
定
特

口
入

出
の

室

貯

器
容

蔵
貯

閉
の

箱
蔵

貯

障
線
射

放 標

類
種

の
物

蔵

又
室

蔵
貯

蔵
貯

止
防
の

害

蔵
貯

設
施

蔵
貯

施
蔵

貯

は

設
施
蔵
貯

出

側
外

の
設

施

の
地
敷
び

及

置
措

限
制

識る
け
お

に
界
境

線
射
放
る

す
）
。
く
除

を
り
よ

に
療

診
量

線
効

実
の

ィ
フ

具
器

定
測

線
射

放
く

ル

示
表

の
量

数
び

及

造
構

の

け
お

所
場

る
け

設
を

域

識量
線

効
実

る

火
防

る
す
当
該
に
備
設

火

そ
・
鍵

具
器

は
又

備
設

戸

そ
・
鍵

具
器

は
又

備
設

鎖

量
数

び
及

料
材

い
へ

遮
の

意
注
な
要
必

に

識 示
表

の

蔵
貯

法
方

の

示
掲
の

項
事

筋
鉄

造
構

の
設

所
場

の
箱

料
材

い
へ

遮
の

他
の
そ
コ

入

１
量

線
効

実
る

け
お

に

有

無
・

有

出
常
通

数
の

口

無
・・
下
以
月

３
超
月

３

・
下
以
月

３

ケ
ポ
・
ジ
ッ
バ

ム

超
月

３

他
の
そ

・
・
計

量
線

ト
ッ

の
添
別

無
・

有

無
・

有

）

り
お

と・
下
以
月

３ 他
の

無
・

有

超
月

３

他
の

）

無
・

有

無
・

有

無
・

有

） ）
面

３
第

の
添
別

箱
蔵
貯

・
室
蔵

貯

金
・
ト
ー
リ
ク

ン

り
お

と

・
庫

）

１
・
下
以
週

所
箇

口
入

超
週

所
箇

口
常
非

一
二



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 号 外 ）
）
面
４
第

別
記
第
三
十
三
号
様
式
中
「予

改
め
る
。

別
記
第
三
十
三
号
様
式
の
二

る
す

定

」
を
「

法
療

医
る
す

定
予

及
び
別
記
第
三
十
四
号
様
式
を
次

一
三

第
則

規
行
施

の
号

６
第

条

」

の
よ
う
に
改
め
る
。

に



平

使

成 年 月 日 火曜日

医 使 る も 照 に 器 備 位 放射 は 科

山 口

器 備 位 放

県 報

定診 病

（号 外 ）
第

同
性

射

月
年

定
予

始
開

用

機
療

診
装
素

元

に
の
る
す

射
て
し

対
体
人

歯
、

師
る
す

用
を
）

。
限

氏

師
技

線
放
療

診
又
師

医

種

台
び

及
式

型

者
作

製

名

放
機

療
診
装

素
元
同

性
射

用

数
素

元
位

同
性

射

同
性

射
放

り
お

と
の

記
下

書
係

関
、

り
よ

に

素
元

位

届
て

え
添

を
類

在
所

所
療
は
又

院
名 ２
の

式
様

号山

性
射

放

）
係

関
条

４
第様

事
知

県
口

途 量 類 数 名

放
種

職

年
日

る
え

備
を

器
機

療
診

備
装

記 。
す

ま
出

け

、
で

の

地 称

器
機

療
診

備
装

素
元

位
同

住
者

出
届

番
便

郵

届
置

設氏

話
電

る
す
関
に
療
診
線
射

日
月

歴
経

第
法

療
医

規
の
項
３

第
条

名 所 号

日
月

年

）
面
１
第

）
番

局

事
従

線
射
放
る
す
く
ば

被

ば
被

の
等

者

理
管

止
防
の

害
障

線
射

放

立 標
域

区
理

管
に

界
境

区

措
防
予
の
害

障
他
の
そ

入

実
域

区
住

居
の

内
地

敷
置

ば
被
の
者
患
院

入
量
線
効

装
素
元
位

壁
画

造
構

の

く

障
の

室
用
使
器

機
療
診
備

設
造
構
る

す
関
に
止

防
害

間

備
設

鎖
閉

の
そ

入
出

備

壁
画

天

分
区

構
要

主標

仕

同
性
射
放

等

量
線

効
実
の
）
。
く
除

を
ィ
フ

具
器

定
測

線
射

放
く

ル

掲
の

項
事
意
注
な
要
必

に

け
お

所
場

る
け

設
を

域

示量
線

効
実

るの
地
敷
び

及

置
措

限
制

識る
け
お

に
界
境

線
射
放
る

す

扉
の

口

北 南

り
よ
に

療
診

鍵
具

器
は

又

部
口

開
の

他

耐
等

部
造

識 等
り

切

そ
・

井

造
構

要
概

造
構

の
そ
火

西 東

床

・
下
以
月

３

ケ
ポ
・
ジ
ッ
バ

ム

超
月

３

他
の
そ

・
・
計

量
線

ト
ッ

）

り
お

と
の
添
別

無
・

有

・
下
以
月

３

無
・

有

無
・

有

超
月

３

・
下
以
月

３ 他
の

超
月
３

無
・

有

無
・

有

） ）
面

２
第

い
用
を
料

材
燃
不
・
造
構他

・
造
構
たさ

厚
料

材
は

又

）

）

一
四



平成

使

年 月 日 火曜日

師 す 素 性 療 層 陽 元 射 診医

山 口 県

素 性 療 層 陽 元 射 診

報

３診 病

（号 外 ）
第

放
用

療

月
年

定
予

始
開

用

撮
断

子
電
は

又
素
位

同
性

使
を
元

位
同
射

放
用
診

影

所

名
氏

師
科

歯
、
医

る
用 は

又
素
位

同
性
放

用
療

在

同
射

放
用
診

影
撮
断

子
電

定
予

用
使

間
年 形 種

元
位

月
３

数
定

予
蔵

貯
大

最

数

１

数
定
予

用
使

大
最

の
間

数
定

予
用

使
大

最
の

日

放
用

療
診

り
お

と
の

記
下

規
の

項

影
撮

層
断

子
電

陽

を
類

書
係

関
、

り
よ

に
定

所
療
は
又

院
名

式
様

号

陽
用

療
診

）
係

関
条

４
第

様
事

知
県

口
山

層
断

子
電

量 状 類 地

放
種

職

年
日 量 量 量

氏

療
診

素
元

位
同

性
射

話
電備

を
素

元
位

同
性

射
放

用

。
す

ま
出

け
届

て
え

添

え

記

称

診
影

撮
素

元
位

同
性

射
放

設
素

元
位

同
性

射
放

用
療

住
者

出
届

番
便

郵

る
す
関
に
療
診
線
射

日
月

歴
経

名

法
療

医
、

で
の
る

）
番

局

第
第
条

号

日
月

年

届
置

）
面
１
第

所

汚

止
防
の

害
障

線
射

放 標 去
除
染

汚
準 使

衣
更

除
染ド

ー
フ

水
排

備
設

浄
洗
用

ー
ロ
グ

、
ド
ー

フ

ロ
グ

、

又
室

用
使
素
元

結
連

の
ブ

療
診
影
撮

層
断
子
電

陽
は

用
使

素
元
位
同

性
射
放
用

る
す
関
に

止
防
害
障

の
室

れ
そ
お
の
染
汚

備
設
造
構

壁
画

況
状
の
分

部
る
あ

の

査
検

染
汚

入
出

側
外

の
等

画
入

出 画 天

分
区

者
患

用

用
療
診

の
そ

造
構

の
等
壁

処 操

構
要

主

位
同
性
射

放

画
区
の

等
室
用

使
室

備
準

注
な

要
必

に

識

・
用

者
患

材
器

用
去

示
掲
の

項
事

意

の
へ

備
設

室
備

室
用

備
設

ボ

等
ス

ク
ッ

ボ
ブ

ー

結
連

へ
備

設
気

排
の

等
ス

ク
ッ

等
地

目

み
ぼ

く
・

物
起

突

し
を
工
加
滑

平

ま
き

す
の・

性
食

腐
耐

上
仕
面

表
た

効
実

る
け

お
に

性
透

浸
耐

放

出
常
通

数
の

口

１
量

線 造
構

室
機

待

器
定

測
線

射

扉
の

口

壁

床

井

造
構

要
概

火
耐

等
部

造

部
口

開
の

他

電
陽

は
又

室
置

室
作

の
そ

所
便

用
者

業
従

室
備

準
子

分
区

の

一
五

有

無
・

有

無
・

有 有

無
・

有

無
・

有

無
・
）

・
有

無
・

有

無
・

有

無
・

無
・

有

無
・

有

無
・

有

無 無
・

有

１
・
下
以
週

所
箇

口
入

超
週

有

所
箇

口
常

非

料
材

は
又

無
・

有

無
・
）

さ
厚

）

）
面

２
第

い
用
を
料

材
燃
不
・
造
構他

・
造
構
た

無
・

有

無
・

有

無
・

有

）

無
・

有



平成 年 月 日 火曜日 山 口

構 に

県 報

障 療 放

（号 外 ）

射
放 標

用
去

除
染

汚

衣
更

関

要
必

に
止

防
の

害
障

線

外
の

等
壁

画
備

設
造
る

す

査
検

染
汚

口
入

出

お
に

側

の
等

壁
画

去
除

染
汚

放
用

目

起
突

他
の

そ

入
出

造
構

る
あ

の
れ
そ

お
の
染

汚
地腐

耐

加
滑
平

況
状
の

分
部 区

止
防

害
の
室

病
治
線

射

設
浄

洗

有
備

設

壁
画 天

分

の
項
事

意
注

な

有
識

有
備

１
量

線
効

実
る

け

有
示

掲

測
線

射

口
入

出
常

通
数

の

有
器

定

有
材

器
用

・
物

部
口

開
の

扉
の

口

北

有
ま

き
す

の
等

有
み

ぼ
く

食

有
上

仕
面

表
た

し
を

工

概
造

構

有
性

透
浸

耐
・

性

・

南 西 東

床

井

又
造

構
要

下
以
週

無
・

無
・

無
・

無

１
・所

箇

超
週・
）

無
・
）

所
箇

口
常
非

無
・

無
・

無
・

無
・

無

）
面
３
第さ

厚
料

材
は

放 標

素
元

位
同

性
射

放

）

汚
気

空

止
防
の
害
障
線
射

体
液

る
け

お
に

時
搬

運

染

防
害
障
の

器
容
搬
運

こ
の

浸
備

設
造
構
る

す
関
に
止

１

標

止
防

透

器
容
蔵

貯
の

体
液

気
空

）

表
同
性

射
放 標 受

防
透

浸

鎖
閉

火
防

定
特

室
蔵

貯

示

１
に

時
放

開
等

箱
蔵

貯

構

害
障
の

設
施
蔵
貯

鎖
閉

）

備
設
造
構
る

す
関
に
止

防

蔵
貯

蔵
貯

に
時

蔵
貯

へ
遮

の
設

施
蔵

貯

設
施

蔵
貯

施

及
類

種
の 入

出

要
主

側
外

要
必

に

識示
表

の
量

数
び 止

防

示
掲

の
項

事
意

注
な量
線

効
実

造
構１
離

距
）

利
の

料
材

造
構

止
防

れ
ぼ

ぼ
こ

造
構

止
防

染
汚

識 用

利
の

料
材

止

造
構

止
防

れ

類
種

の
素

元
位

識 等
皿

用

当
該

に
備

設

の
量
数

び
及

器
は

又
備

設

戸
火

防
る

す

実
る

け
お

耐
造

そ
・
鍵

具

量
線

効
離

距

い

そ
・
鍵

具
器

は
又

備
設

量
線

効
実

る
け

お

料
材

離
距

所
場

の
設

室
蔵
貯

法
方

の

る
け

お
に

料
材

い
へ

遮
の

耐
等

部
造

構

１
量

線
効

実

無
・

有

出
常

通
数

の
口

火

無
・

有

無
・

有

無
・

有

・
下
以
時

・
有

無
・

有

無
・

有

超
時

無

有

無
・

有

無
・

有

無
・

有

・
有

無
・

有

無
・

有

無
・

他
の

無

他
の
そ

・
性

火

）

）

・
下
以
時

他
の

超
時

）

・
下
以
時

超
時

）
面

４
第

他
の

そ
・

箱
蔵

貯
・

り
お

と
の
添
別

）

１
・
下
以
週

他
の
そ

・
造

構

超
週

所
箇

口
入

）所
箇

口
常
非

一
六
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備 る 止 の 廃

報 （号 外 ）

に
止
防

の
害

障
線

射
放

標

管
保

火
耐

備
設

鎖
閉

要
必

棄
廃

管
保

気
空

備
設

棄
廃

監
気

排

標

透
浸

体
液

器
容

構
す
関

に
防
害

障
設
施

棄

ち
立
時

常
備
設
気

排
設
造

元
位

同
性

射
放

の
場

る
入

の
料
材

く
に

れ
漏

の
体

気

と
部

外 標

ン
ダ

動
自

用
利

液
排

液
排

標
備
設

水
排

区

気
排

辺
周 開

槽
理
処

液
排

廃

度
濃
の

素
気

空
は

又
中 中

液
排

に
側

外
の

設
施

棄

水
排

度
濃
の

素
水

排
は

又

食
腐

く
に

れ
漏

の
液

排

監

意
注

な

有
識

の
料

材
止

防

具
器

は
又

有
示
掲

の
項

事

有
造

構
の

性

他
の

そ
・

鍵

ぼ
こ

の

有
造

構
止

防
染

汚

料
材

止
防

有
造

構
止

防
れ

濃
る
す
定

有
識

有
用

利
の る

け
お
に

所

有
備

設
視

度

法
療

医

度
濃

の
素

中
気
空

法
療
医

度
濃
る

す
定

行
施

造
構

い
度

濃
る

す
定

行
施

置
装

ー
パ

有
止
防

食
腐

、

造
構

た
れ

さ
画

有
識

有
等

出
流

有
備

設
取

採

有
識

有 有
蓋

の
部

口

有
置

装
節

調

放
の

中

有
備

設
限

制
入

立

行
施

法
療
医

元
位
同

性
射

行
施
法

療
医

度
濃
る

す
定

１
量

線
効

実
る

け
お

療
医

元
位
同

性
射

放
の

中
療
医

度
濃
る

す
定

行
施
法

設
視

度
濃

る
す

定
行

施
法

び
及
透

浸
、

造
構

い

有
備

無
・

無
・

有
用

利

・

無
・

無
・

無
・

無
・

）

第
則
規

無
・

超

無

の
条

則
規
・
下

以
規
に
項
２
第

第
の
条

無
・

無
・

超
規
に
項
２
第 無

・

無
・

無
・

無
・

無
・

第
則

規

無
・

無
・

の
条

則
規
・
下

以
規
に
項
１
第

第
の
条

規
に
項
１
第

）
面
５
第

１
・
下
以
週

第
則
規

超
週

の
条

則
規
・
下

以
規
に
項
１
第

第
の
条

無
・

無
・

超
規
に
項
１
第

く
ば

被
止

防
く

ば
被
の

等

害
障
他
の
そ

標

染
汚
て
つ

内
地

敷

入
立

置
措

防
予
の

入
量
線
効

実
域
区
住
居
の

く
ば

被
く

ば
被

の
者

患
院

防

の
中

療
治

線
射

放
る

す

管

に
界

境

区
理

管

者
事

従

の
素
元

お
に

界
境

域
区
理

お
に

界
境

３

ル
ィ
フ

具
器

定
測

線
射

放
他
の

そ
ド
ン
ハ 医

度
密

面
表

の
物

る
れ

さ

置
措

限
制

識

る
す

定
法
療

け
お

に
界
境
の
地
敷
び

及
る

線
射
放
る

す
）
。
く
除

を
り
よ

に
療

診
量

線
効

実
の

遮
具

器
護

示
標

の
へ

者
患

る
け

お

所
場

る
け

設
を

域

量
線

効
実

同
性

射
放
の
中
気
空
る

け
均

平
の

て
い

つ
に

間
月

位
療
医
る
す
定
法

療
医

度
濃

同
性

射
放

る
け

る
す
定
法

す
定
法
療

医
よ
に
素

元
位

る

一
七

線
ト
ッ
ケ
ポ
・
ジ
ッ
バ

ム
モ
ス
ロ
ク
ト
ッ

フ
・
計
量・
ー

タ
ニ

）

第
則
規

行
施

の
条

の
度
密

面
表

規
に
項
６

第無
・

有

無
・

有

超

・
下
以
月

３
超
月

３

・
下
以
月

３

器
用

い
へ

無
・

有

超
月

３

他
の
そ
・
具

） ）
面

６
第

り
お

と
の
添
別

・
下
以
月

３

第
則
規

行
施

超
月

３

の
条

の
度
濃

規
に

項
２

第

第
則
規

行
施

・
下
以
の
条

の
度
濃

規
に

項
２

第

第
則
規

行
施

超
の
条

の
度
密

面
表

規
に
項
６

第・
下

以



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日

別

山 口

「陽 診 放 診 診 診 エ

県 報

る
。別

（号 外 ）

別

電
陽
療

診

放
用
同

性
十
八
年
八
月
三
十
日
印
刷

十
八
年
八
月
三
十
日
発
行

記
第
三
十
七
号
様
式
中

診

射
放

療
診

療
診

用
療

診

ネ
エ

高
用

療

線
ス

ク
ッ

療

放
用

療

発
線

射
放

ー
ギ

ル

照
線

射
放

用
療

射
照

線
射

診
備

装
素

元
位

同
性

射

射

断
子

電

位
同

性
射

放
用

療

性
射

放
用

療
診

影
撮

層

「

エ

記
第
三
十
六
号
様
式
中

「

射
放

療
診

療
診

用
療

診 エ

療
診

記
第
三
十
五
号
様
式
中
「

位
同

性
射

素
元

位

用
療

診届
用

使
年

翌
素

元

」

層
断

子
元

位
同

性
射

放
用

位
同

性
射

放
用

療
診

影
撮

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

発
線

射
放

ー
ギ

ル
ネ

エ
高

装
射

照
線

射
放

用

置
装

生

性

具
器

射
照

線
射

放
用

置器
機

療
診

備
装

素
元

位
同

置
装

素
元

位
同

性
射

放
用

機
療

の
具

器

置
装

置
装

生

素
元

位
同

素
元

器

」
に
改
め
る
。

置
装

線
ス

ク
ッ

」

ギ
ル

ネ
エ

高

装
線

ス
ク

ッ

射
放

用

装
生

発
線

射
放

ー

射
照

線
射

放
用

装
射

照
線

療
診

備
装

素
元

位
同

性

器

射
放

元
位

同
性

射
放

用

機

届
用

使
年

翌
素

元
位

同
性

に
、
「

性
射

放
用

療
診

る
す

定
予

素
元
素

」
に
、

「

素
元
位

同
性

射
放
用

療
診

庁事 を

」
を

」

素 器

の
具 置 置 置

」
を

」
を
「

層
断

子
電

陽
射

放
用

療
診

素
元

位
同

療
診
影
撮

」
を
「

る
す

定
予

を
「

素
元
位
同
性

射
放
用
療
診

診
影
撮
層
断

子
電
陽
は
又

素
元
位
同

性
射
放
用
療

に
改
め

九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

の
改
正
規
定
、
同
条
第
一
号
の

定
、
別
記
第
十
七
号
様
式
の
二

十
七
号
様
式
の
三
の
改
正
規
定

二
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改

式
の
六
を
削
る
改
正
規
定
、
別

の
改
正
規
定
並
び
に
別
記
第
二

別
記
第
三
十
八
号
様
式
中
「

性
射
放

用
療

素
元

位
同

性

性
射

措
後

止
廃
素
元
位

同射
放
用
療

診
影

素
元

位
同

の
素

元
位
同
性

「

エ
高

用
療

診

線
ス

ク
ッ

エ

放
用

療
診

射
放

ー
ギ

ル
ネ

照
線

射
放

用
療

診

照
線

射

診

備
装

素
元

位
同

性
射

放

断
子

電
陽

同
性

射
放

用
療

診

射
放

用
療

診
影

撮
層

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条

六
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
第
二

の
改
正
規
定
、
別
記
第
十
七
号
様

、
同
様
式
を
別
記
第
十
七
号
様
式

正
規
定
、
別
記
第
十
七
号
様
式
の

記
第
十
八
号
様
式
、
別
記
第
十
九

十
六
号
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加

届
置

」
に
、
「

同
性

射
放
用

療
診

」
に
、

置
装

射

置
装

生
発

線

置
装

元
位

器
機

療
診

を
具

器
射

素
元

位
同

性

素

」
に
改
め
る

廃
素

元
位
同
性

射
放
用

療
措

後
止

第
一
号
の
二
か
ら
第
一
号
の
四
ま

号
、
第
三
号
及
び
第
十
号
の
改
正

式
の
四
を
削
る
改
正
規
定
、
別
記

の
四
と
し
、
別
記
第
十
七
号
様
式

五
の
改
正
規
定
、
別
記
第
十
七
号

号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
六
号
様

え
る
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
八

」
を

元
位

診
影

撮
層
断

子
電

陽

の
素

」
を
「

撮
層

断
子
電

陽
放

用
療

診

」
を

」
に
改
め
る
。

。

届
置

「

射
放

用
療

診 一
八

で規第の様式年


